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　ごみ指定袋・処理券の代金は、処理施設でのごみ処理に要する経費の一部を負担していただくための「一般廃
棄物処理手数料」です。ご理解とご協力をお願いします。

事業系ごみ指定袋及び処理券

種　別 袋・券 容　量 金　額 １組の枚数

事業系ごみ指定袋

燃やせるごみ用
（赤色）

20Ｌ 300 円／組

10枚

45Ｌ 700 円／組

90Ｌ 1,400円／組

ビン・缶用
（青色）

30Ｌ 400 円／組

90Ｌ 1,200円／組

処
　
理
　
券

事業系一般廃棄物専用
燃やせる粗大ごみ

燃やせない粗大ごみ（家庭相当のみ）

300円／枚
（粗大ごみ１個につき１枚）

事業系一般廃棄物専用【従量】
対象：①剪定枝、②刈り草、③落ち葉
　　　④木枠（梱包材に限る）
　　　⑤一時多量ごみ（市許可分のみ）
　　　⑥トロ箱（発泡スチロール製）
　　　⑦ダンボール
　　　※�⑥と⑦については汚れ等で資源化が不可能な

ものに限る。

200 円／枚
（１枚につき 20ｋｇまで）

事業系一般廃棄物専 用

東広島市

燃やせる ごみ
ごみの減 量とリサイクルの推進に

ご協力をお願いします。

事業所名

事業系一般廃棄物専 用

東広島市

ビン・缶
ごみの減 量とリサイクルの推進に

ご協力をお願いします。

事業所名

　事業所の移転や掃除などでごみが多量に出た場合は、事前に廃棄物対策課へ「【事業系】固形状一般廃棄物（引
越しごみ・一時多量ごみ）処理確認申請書」を提出して市の許可を取り、処理券（事業系【従量】）を購入して出
してください。

粗大ごみの場合は、処理券（事業系【粗大ごみ】）
を貼付して出すことも可能です。

( 注意）産業廃棄物は搬入できません。

引越しごみ・一時多量ごみの処理

 
【【事事業業系系】】固形状一般廃棄物（引越しごみ・一時多量ごみ）処理確認申請書 

令和 ３年 １０月 １５日

東広島市長 様 
 
 
 
 

搬入予定年月日 令和 ３年 １０月 １５日 ～ 令和 ３年 １０月 ２２日 （２週間以内）

搬入先処理施設 広広島島中中央央エエココパパーークク（西条町上三永） 賀賀茂茂環環境境セセンンタターー（黒瀬町国近）

廃棄物の種類・量

可燃性粗大相当・市許可分：処理券 不燃性粗大（家庭系）相当・市許可分：処理券

種類 量 種類 量 種類 量 種類 量 種類 量 種類 量

木製机 １ 電気ポット 1 

木材（産廃除く） 10 本 ｺｰﾋｰﾒｰｶｰ 1

書類 30kg

依頼する業者名 一般廃棄物収集運搬許可業者名（ ●●●●● ）

事業所転居の場合

転 居 後 の 連 絡 先

住 所

℡ （ ） －

※この処理確認申請書は、事業系ごみ指定袋により排出し難いごみを処理券で処理施設へ搬入する場合に提出してください。 

※市廃棄物対策課または各支所に提出し、確認を受けてください。 
 
 
 
 

課長 参事 課長補佐 係長 係員

閲
覧

申請者 住 所 東広島市●●●●●●● 
名 称 ●●●●●●株式会社  

    代表者名 代表取締役●●●●●●● 
（℡（ 082 ） ●●● ― ●●●● ） 

記入例


